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■低所得世帯（住民税非課税世帯）並びに低所得の子育て世帯への 

生活支援給付金にかかる専決処分について 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜主要事業＞   

Ⅰ ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し   1,077,000 千円 

＜セーフティネット機能の強化＞  
 

 

１ 電力･ガス･食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費［福祉政策課］     

823,000 千円（財源：国 10/10）  

対象者  令和５年度分の市民税均等割が非課税の世帯 約 26,500 世帯 

    給付額  １世帯当たり３万円 

    給付時期 令和５年７月以降 

    事業費  電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 795,000 千円 

         事務費（郵送料、システム改修費など）       28,000 千円 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

今治市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への

影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）並びに低所得の子育て世帯への支援措置を講

じるため、次のとおり補正予算を編成しました。 

■補正予算 １件                                   

令和５年度今治市一般会計補正予算（第１号） １，０７７，０００千円    

（令和５年４月 24 日専決処分） 

－１－ 

支給額 見込件数 申請方法
確認書返送期限

申請期限 支給時期

１世帯

３万円
約26,500世帯

案内書の送付によるプッシュ型支給

※対象者は振込口座の変更が可能
令和５年10月31日 ７月以降

支 給 対 象

住民税均等割非課税世帯
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２ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費［こども未来課］ 254,000 千円 

   （財源：国 10/10） 
  
対象者  ①低所得のひとり親世帯分   約 1,550 世帯（約 2,400 人） 

②その他低所得の子育て世帯分 約 1,300 世帯（約 2,500 人） 

（①の対象者を除く） 

   給付額  児童１人当たり ５万円 

   給付時期 令和５年５月以降 

   事業費  子育て世帯生活支援特別給付金    245,000 千円 

（① 120,000 千円 ②125,000 千円）  
        事務費（郵送料、システム改修費など） 9,000 千円 

 

 

 

 
 

－２－ 

給付額 見込件数 申請 支給時期

（１） 児童扶養手当受給者
　令和５年３月分児童扶養手当の支給を受けている世帯

約1,400世帯
（約2,100人）

不要 ５月末

（２）
公的年金給付等受給者
　公的年金給付等を受けているため、児童扶養手当の支給を受けていない世帯のうち収入要件
を満たす世帯

約50世帯
（約100人）

必要 ６月末以降

（３）
家計急変者
　食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当受給者と同じ水
準となっている世帯

約100世帯
（約200人）

必要 ６月末以降

給付額 見込件数 申請 支給時期

（１）
令和４年度に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の給付対象である者
（令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者で、令和４
年度市民税均等割が非課税である者）

約1,000世帯
（約2,000人）

不要 ５月末以降

（２）

（1）のほか、対象児童（18歳到達後最初の３月31日までの子（障がい児については20
歳未満））の養育者であって、以下のいずれかに該当する者
・市民税均等割が非課税である者
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市民税均等割が非課税である者と
同様の事情にあると認められる者

約300世帯
（約500人）

必要 ６月末以降

　

児童１人当たり
５万円

②子育て世帯生活支援特別給付金（その他低所得の子育て世帯分）

①子育て世帯生活支援特別給付金（低所得のひとり親世帯分）

支 給 対 象

支 給 対 象

児童１人当たり
５万円


